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緊急事態宣言中の取り組み 
全従業員が 2 週間に 1 回 PCR 検査 

変異株「N501Y」に対応 
 

「コミュニティサロン と
と

和
わ

」 「訪問美容 と
と

和
わ

」（運営：（株）社会起業家パートナーズ 代表取締役：中村大作、所

在地：東京都豊島区巣鴨 4-26-3）が、緊急事態宣言中の取り組みとして全従業員が 2週間に 1回 PCR検査を受

けることをお知らせ致します。（令和 3年 4月 26日から実施） 

 

■概要 

PCR検査 唾液採取用検査キット（株式会社東亜産業）を使用し

て、全従業員を対象に 2週間に 1回の PCR検査を実施します。

変異株「N501Y」にも対応している検査キットを選定しています。 

 

■当店の感染症対策 （with コロナの美容室） 

・席数を減らしてテレワークの実施 

・サーマルカメラとロボットの受付導入 

・非接触の自動シャンプー台導入 

・お客様に施術用マスクの無償配布 

・消毒済硬貨を使用する自動精算機導入 

・医療用基準の「飛沫感染防止ガウン」の着用 

・二酸化炭素の濃度測定器の設置、など 

 

■営業方針 

美容室は、整容の他に「近くの美容室で気分転換する」ということも、生活の中でメンタルを維持するために必要な

ことだと考えており、訪問美容においては、施術以外にも見守り、見回りという社会的な役割を担っています。その

ため、「美容業は国民生活に必要なサービス」であり、美容師が国家資格となっていると認識しています。また、厚

生労働省の掲げる「地域包括ケアシステム」に当社も関わっており、美容を通じた生活インフラを維持していくこと

が存在価値と考えています。そのため感染症対策を徹底して営業を継続します。（消毒徹底、分散来店、人数制限あり） 

 

■会社概要 

2013年 11月 1日設立。病気や怪我、その他、何らかの理由で美容室に行けない方たちへの、出張美容サービス

を提供しています。美容には、単なる容姿を整えるだけでなく、「心理的側面」や「精神的側面」にまで働き掛ける力、

「美容のチカラ」があると考え、QOL（Quality of Life＝お一人ひとりの人生の質）の向上に努めています。10年以上

のキャリアの女性美容師が、ヘルパーなどの介護系資格を保有して、ご自宅に訪問。訪問範囲は、東京・埼玉・千

葉・神奈川。出張費・交通費なし。東京都豊島区巣鴨にユニバーサルデザインの美容室も展開。 

 

■本件に関するお問い合わせ先 

コミュニティサロン と和 ／ 訪問美容 と和      運営：株式会社社会起業家パートナーズ http://se-partners.jp/ 

担当：池田・中村                      電話：03-6759-8621 FAX：03-6759-8622 

住所：〒170-0002 東京都豊島区巣鴨4-26-3    Mail：info@houmonbiyoutowa.jp 

Web： コミュニティサロン と和     http://houmonbiyoutowasalon.jp/ 

    訪問美容 と和          http://houmonbiyoutowacare.jp/ 
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